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す
く
す
く
広
場（
身
体
計
測
の
日
）

 

１
０
０
７
４
９
５

▼
と
き
　
４
月
７
日

（水）
、
午
前
９

時
30
分
〜
11
時
▼
と
こ
ろ
　
保
健

セ
ン
タ
ー
▼
対
象
　
市
内
在
住
の

未
熟
児
の
養
育
医
療
　

 

１
０
０
７
４
９
５

　
養
育
医
療
と
は
、
入
院
が
必
要

な
未
熟
児
に
対
し
て
治
療
に
必
要

な
医
療
費
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
指
定
さ
れ
た
養
育
医
療
機
関

で
医
療
保
険
を
適
用
し
て
治
療
し

産
後
お
泊
り
ケ
ア

 

１
０
０
７
４
９
５

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
出
産
後
４

カ
月
未
満
の
方
▼
内
容
　
心
と
体

を
休
め
な
が
ら
、
指
定
医
療
機
関

で
子
ど
も
と
一
緒
に
育
児
の
相
談

や
授
乳
指
導
を
受
け
る
▼
費
用
　

１
日
５
０
０
０
円
（
収
入
に
応
じ

て
免
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
）  

※

部
屋
代
や
食
事
代
な
ど
が
別
途
必

要
▼
利
用
期
間
　
７
日
以
内
▼
申

込
先
　
健
康
推
進
課

偶
数
月
生
ま
れ
の
乳
幼
児
▼
内

容
　
保
護
者
に
よ
る
身
体
計
測
、

子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る

親
子
遊
び
▼
持
ち
物
　
母
子
健
康

手
帳
▼
問
合
先
　
健
康
推
進
課

た
場
合
、
医
療
保
険
対
象
の
治
療

と
食
事
療
養
費
（
ミ
ル
ク
代
）
が

助
成
さ
れ
ま
す
。
　
※
収
入
に
応

じ
て
自
己
負
担
が
必
要

▼
対
象
　
市
内
在
住
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
入
院
し
て
養
育

を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
医
師
が

認
め
た
０
歳
児
　
①
出
生
時
の
体

重
が
２
０
０
０
㌘
以
下
②
け
い
れ

ん
・
運
動
異
常
、
体
温
が
34
度
以

下
、
呼
吸
器
・
循
環
器
の
異
常
（
強

い
チ
ア
ノ
ー
ゼ
な
ど
）、
消
化
器

の
異
常
（
繰
り
返
す
嘔お

う

吐と

な
ど
）、

強
い
黄お

う

だ

ん疸
症
状
が
あ
る
▼
申
請
方

法
　
入
院
中
に
、
必
要
な
書
類
を

健
康
推
進
課
へ
提
出
（
用
紙
は
提

出
先
に
あ
り
ま
す
。
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で

き
ま
す
）

※ 

審
査
の
結
果
、
助
成
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

県一宮保健所の廃止 と
　　県清須保健所稲沢保健分室の設置 について 

　４月１日 ( 木 ) に一宮市が中核市に移行し、
独自に保健所を設置することに伴い、３月 31 日
( 水 ) をもって県一宮保健所が廃止となります。

　これにより、稲沢市の区域は、県一宮保健所
の管轄から県清須保健所へと移管され、新たに
県清須保健所稲沢保健分室が設置されます。

　所在地および電話番号は、現在の県一宮保健
所稲沢保健分室と同じです。

●所在地　　稲沢市大塚町塚畑 2200-11
●電話番号　 0587(21)2251

問合先　県一宮保健所　 0586(72)0321
県一宮保健所を利用していた方は、４月１日からは県清須保
健所または県清須保健所稲沢保健分室を利用してください

1001839

広報いなざわ　令和３年(2021年)３月号　

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
検
診
な
ど
を
中

止
・
延
期
、
ま
た
は
内
容
を
一
部
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　最
新
情
報
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か
、
各
担
当
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　　

 

１
０
０
６
２
９
０

無
料
…
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
、
申
込
不
要
…
申
込
方
法
の
記
載
が
な
い
も
の

19

プ
、
手
鏡
、
タ
オ
ル
、
母
子
健
康

手
帳
、
健
康
手
帳
（
手
帳
は
持
っ

て
い
る
方
の
み
）
▼
申
し
込
み
　

４
月
１
日

（木）
〜
13
日

（火）
に
、
健
康

推
進
課
へ

妊
産
婦
・
成
人
歯
科
健
康
診
査

 

１
０
０
４
９
７
９

▼
と
き
　
４
月
20
日

（火）
、
午
後
１

時
〜
２
時
▼
と
こ
ろ
　
保
健
セ
ン

タ
ー
▼
対
象
　
市
内
在
住
の
妊
産

婦
、
20
歳
以
上
の
方
▼
定
員
　

20

人（
先
着
順
。
５
人
以
上
で
開
催
）

▼
内
容
　
歯
科
健
康
診
査
（
歯
周

疾
患
健
診
な
ど
）、
歯
科
保
健
指

導
（
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導
な
ど
）

▼
持
ち
物
　
歯
ブ
ラ
シ
、
コ
ッ

あなたの力で救える命があります
３月は自殺対策強化月間

　「自殺は覚悟の上の行為」では決してありません。「自殺は追い込まれた末の死」なのです。
　あなたができるサポートがあります。

問合先　健康推進課

心の相談窓口

相談窓口 電話番号 受付時間
健康推進課 0587(21)2300 平日、午前８時 30 分～午後５時

県一宮保健所メンタルヘルス相談 0586(72)0321 平日、午前９時～正午・午後１時～４時 30 分

名古屋いのちの電話 052(931)4343 月・水・金曜日、午前８時～翌午前８時
火・木・土・日曜日、午前８時～午後 10 時

あいちこころほっとライン365 052(951)2881 毎日、午前９時～午後４時 30 分

気付き・声掛け・傾聴

　眠れない、食欲がない、口数が
少なくなるなど、「いつもと違う」
様子に気付いたら、声を掛けた
り、時間をかけてゆっくり話を聞
いたりしましょう。

周りの人の悩みに気付き、声を
掛け、耳を傾けましょう

つなぎ

　本人の置かれている状況や気持
ちを理解してくれる家族や友人な
ど身近な人の協力を求め、専門家
への相談につなげましょう。

早めに専門家に相談するように
勧めましょう

見守り

　「あなたは大切な存在である」
と伝えることが生きる力になりま
す。自然な雰囲気で声を掛けて、
あせらず優しく寄り添いながら見
守りましょう。また、家庭や職場
で、体や心の負担が減るように配
慮しましょう。

温かく寄り添いながら、じっく
りと見守りましょう

風しん対策クーポン券の
　　有効期限が延長されました

1005347問合先　健康推進課

　令和元年度および令和２年度に送付した、風しん対策クー
ポン券の有効期限が、令和４年２月までに延長されました。

　お持ちのクーポン券は、有効期限が令和２年３月、令和
３年３月と表示されていても令和４年２月まで使えます。

●対象　 市内在住で、昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４
月１日に生まれた男性

●実施機関　市内実施医療機関
●持ち物　クーポン券、本人確認ができるもの
※事前に医療機関に問い合わせの上、受診してください

　広報いなざわ　令和３年(2021年)３月号

無
料
…
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
、
申
込
不
要
…
申
込
方
法
の
記
載
が
な
い
も
の


